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 非居住者の不動産取引①︓非居住者とは 
非居住者との取引は注意 
今月から数回に渡って非居住者の不動
産取引の税務について解説したいと思い
ます。海外移住等をする⼈も増えたり、
外国⼈との取引も増えたことも影響した
のか近年非居住者関連の相談が増えて
きていると感じています。 

税務上、外国法⼈や非居住者との取引
は不動産にかかわらず通常の取り扱いと
⼤きく異なってきます。なぜなら、そもそも
彼らは⽇本に居ないので、⽇本の税⾦が
掛かる状況においても納税せずに逃げて
しまうかもしれないからです。勿論逃げた
ら海外まで追っかければいいのでしょうが
通常は手間もコストも掛かり過ぎます。し
たがって、税務上は先に税⾦を源泉徴
収して「人質」とし、きちんと申告したら
正しい納税額との差額を還付しますよ、
という方法を取ることが多くなっています。  
では、外国法⼈はともかく、そもそも「非
居住者」とはどのような⼈を指すのでしょう
か。簡単に言えば外国に住んでいる人な
のですが、実際にはもっと複雑な判断とな
ります。 

そもそも非居住者とは 
税務上の非居住者とは、国内に住所
も 1年以上の居所も有しない人を指
します。国籍は関係ありません。住所
とは生活の本拠、居所は生活の本拠
ではないが相当期間現実に居住する
場所をいいこちらは通常外国⼈が⽇本
にいる場合に適用されるものです。いず
れにしても曖昧な内容であるため、  
推定規定（＝判断しやすい規定）が
設けられており、勤務期間が 1年以
上の⾒込みで海外勤務のために出国
した人は非居住者とするよ、と定めら
れています。さらにこれは勤務期間が 1
年未満であることが明らかである場合
以外全て、となっていますので通常海
外勤務者は非居住者扱いでしょう。 

ちなみにこの場合、出国した日から非
居住者となりますので注意してくださ
い。                    
なお、なぜか公務員の場合にはこの規
定は適用されず原則居住者扱いにす
る、という特例もあります。（次号に続
く） 

今月のコメント 
我がマン U は最終的にプレミア 3 位フィニ
ッシュで CL 権獲得、カラバオカップ優勝、
FA カップ準優勝、EL ベスト 8 という結果
に終わりました。勿論まだまだ⾼みを目指
してほしいのですがとりあえず昨年終盤あた
りの目も当てられない状況からテンハフ監
督はとても上手く⽴て直したと思いますので
初年度としては⼤満⾜です。アンタッチャブ
ルだったＣロナやマグワイアを躊躇なく外し
たことも英断でした。対応も頭ごなしにやる
訳ではなくマグワイアであれば使った上で結
果が出ないことを世間に知らしめてから構
想外としましたし、Ｃロナに対しても表向き
は支持をしていましたがおそらく元々構想
外で問題⾏動を起こした際に対処しまし
た。おそらく GK のデヘアも表向きは延⻑し
たいと言ってますが構想外なのではないかと
予想していますので、Ｄヘンダーソンか新し
い GK を獲得するのでしょう。サッカーの内
容⾃体も⾯⽩い魅⼒的なものですのでつ
いに非常に良い監督に当たった、という感
じです。あとはＦＷとオーナー問題が解決
すれば、来期こそは優勝争いです︕それに
しても結局オーナーのグレイザー家は最悪
でしたので居なくなりそうで清々しい気持ち
です(笑) 
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